
 

新しい岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業 

   ホームヘルプ事業重要事項説明書   
 

                     令和  年  月  日現在 

 

１ 公益社団法人岐阜市シルバ－人材センタ－の概要 

 (1) 提供できるサ－ビスの種類と地域 

   事業所名  公益社団法人岐阜市シルバ－人材センタ－ 

   所在地   岐阜市鶴田町３丁目７番地４ 

   介護保険事業者番号     新しい岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業   

                 ホームヘルプ事業 

２１７０１００５８６      

   サ－ビスを提供する地域   岐阜市内 

   サービス提供責任者     ３名 

 (2) サ－ビスの提供時間帯 

                  時間帯 

       平日      7：００～１9：００ 

      土・日・祝日    7：００～１9：００ 

 

２ 当センタ－が提供するサ－ビスについての相談・苦情窓口 

    電話 ２４０－１２４５（月～金曜日 ８時４５分～１７時３０分） 

   担当 安 江 稔 子 

  

その他、シルバー人材センター以外に市の相談・苦情窓口等に苦情を伝えること

ができます。 

  岐阜市役所介護保険課      電話 ２６５－４１４１ 介護保険課 

                  平日（月～金）８：４５～１７：３０ 

                  １２月２９日～１月３日除く 

  岐阜県国民健康保険団体連合会  電話 ２７５－９８２６ 介護保険対策係 

                  平日（月～金）９：００～１７：００ 

                  １２月２９日～１月３日除く  

  ※ご不明な点は、なんでもお尋ねください。 

       

３ サ－ビス内容 

  ・入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助、その他                   

日常生活上の援助を提供するものとします。 

 



４ 利用料金 

 (1) 利用料        サービス利用料と回数 

                               ※1単位＝10．42円 

初 回 加 算  ２，０００円（１割負担） 

    

介護保険からのご利用をされる場合は、原則として介護負担割合証に応じた額と 

   なります。ただし、介護保険からの給付の範囲を超えたサービスの利用は全額自 

   己負担となります。 

 (2) 交通費 

   前記１の(1)のサ－ビスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

 (3) その他 

    お客様のお住まいで、サ－ビスを提供するために使用する水道、ガス、電気、 

電話等の費用は、お客様のご負担になります。 

５ サ－ビスの利用方法 

 (1) サ－ビスの利用方法 

  ※ まずは、担当地域包括支援センターにご相談ください。 

    ホームヘルプ事業計画作成と同時に契約を結び、契約に沿ったサ－ビスを開始

します。 

(2) サ－ビスの終了 

   ① お客様のご都合でサ－ビスを終了する場合 

     サ－ビスの終了を希望する日の１週間前までにお申し出下さい。 

   ② 自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサ－ビスを終了いたします。 

    ・ お客様が介護保険施設に入所された場合 

    ・ 介護予防介護保険給付でサ－ビスを受けていたお客様の要介護認定区分が、 

自立・要介護と認定された場合                            

     ・ お客様がお亡くなりになった場合   

   ③ その他 

    ・ センタ－が正当な理由なくサ－ビスを提供しない場合、守秘義務に反し   

     た場合、又はお客様やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行   

サービス内容 算定項目 単位数 算定単位 

訪問型サービスⅠ 事業対象者 

要支援１・２ 

 

週１回程度 1172 単位 

１月につき 訪問型サービスⅡ 週２回程度 2342単位 

訪問型サービスⅢ 要支援２ 週２回を超える程度 3715単位 

訪問型サービスⅣ 
事業対象者・要支援１・２ 

（１か月の中で全部で４回まで） 
週１回程度 267単位 

1回につき 訪問型サービスⅤ 
事業対象者・要支援１・２ 

（１か月の中で全部で 5回から8回まで） 
週２回程度 271単位 

訪問型サービスⅥ 
要支援２ 

（１か月の中で全部で 9 回から 12 回まで） 
週 2回を超える程度 286単位 



     った場合には、お客様は文書で解約を通知することによって即座にサ－ビ 

     スを終了することができます。 

    ・ お客様が、サ－ビスの利用者負担金の支払期限から３０日以上遅延し当 

     該料金を支払うよう催告したにもかかわらず、支払期限から４５日以内に 

     支払われない場合、又はお客様やその家族が当センタ－や当センタ－の訪 

     問介護員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合には、 

文書で通知することにより、即座にサ－ビスを終了させていただく場合が 

     ございます。 

 

６ 当センタ－のサ－ビスの特徴等 

 (1) 運営の方針 

   介護される高齢者は、自身の身体の機能等の状態を理解して介護サ－ビスを受 

    けたいと望んでおられます。 

   当センタ－の訪問介護員は概ね６０歳以上の者が占めているため、利用者とサ 

    －ビス提供者の意思の疎通がたやすくはかれ、利用者の思いを十分汲み取ったき  

    め細やかなサ－ビスの提供を心がけています。 

    又、訪問介護員には、定期的に介護術研修会等を実施して、サービスの向上に努

めております。 

 

 (2) サービスの利用のために 

 備     考 

① 訪問介護員の変更の可否について 変更を希望される方はお申し出下さい 

② 男性ヘルパーの有無について 希望される方はお申し出下さい 

    

７ 緊急時の対応方法 

  サ－ビス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打合せにより主治医、救  

 急隊、親族、地域包括支援センタ－等への連絡をいたします。 

    

８ 情報開示について 

  当事業所は、お客様の求めに従って、お客様ご自身に関する情報（ご利用者記録・ 

サービス提供記録･その他）を開示しております。遠慮なくお尋ねください。 

  ただし、ご本人あるいは身元引受人でない方（他のご家族様等）からのご請求につ

きましては、ご本人様のご了解を得てからの情報提供になります。あらかじめご了承

ください。 


